倉敷市高梁川流域圏内企業連携型商品開発事業補助金交付申請書
	Ⅰ．申請者の概要 （※以下「甲」とする。）

	(本社)所在地
	〒　　　-



	事業者名
	

	代 表 者
	(役職)　　　　  　　  (氏名)

	担 当 者

連 絡 先
	（TEL）              （FAX）               （E-mail）

(役職)　　　　  　　  (氏名)

	資本金額

※会社の場合のみ記入
	 千円
	常時使用する従業員数
	人

	業種分類
	 □製造業その他　　□卸売業　　□サービス業　　□小売業

	事業概要
	 


	Ⅱ．連携する中小企業者等の概要（※以下「乙」とする。）

	(本社)所在地
	〒　　　-



	名　  称
	

	代 表 者
	(役職)　　　　  　　  (氏名)

	担 当 者

連 絡 先
	（TEL）              （FAX）               （E-mail）

(役職)　　　　  　　  (氏名)

	資本金額
	 千円
	常時使用する従業員数
	人

	業種分類
	 □製造業その他　　□卸売業　　□サービス業　　□小売業

	事業概要
	 


	Ⅲ．補助金申請内容

	事業名
（テーマ）
	

	開発する商品の概要
	（活用する地域資源）
（商品の説明）


	甲及び乙の役割
	（甲の役割）



	
	（乙の役割）



	商品開発
実施期間
	補助金交付決定日から令和　　年　　月　　日まで

	事業経費等
	「収支予算書」のとおり

	別の補助金の交付
	下記を確認の上，□を☑又は■にかえてください。
□　甲及び乙のいずれも，本補助対象事業に対して，本補助金以外に，別に補助金の交付を受けることはありません。

　※別に補助金の交付を受ける場合は，本補助金は交付できません。

	情報の公表
	下記を確認の上，□を☑又は■にかえてください。
□　市が補助事業者の氏名・名称，補助事業の取り組み内容・成果について，地域産業振興の実例として公表することに同意します。


	Ⅳ．事業内容等 (必要に応じて適宜，行を追加すること)

	１　事業内容等
(1) 商品開発の背景と目的
(2) 商品及び市場に対する考え方 
ア 開発に当たっての甲及び乙の強み，企業連携の必要性
イ 商品の特徴及びアピールポイント（新規性，独創性）
ウ 販売対象（ターゲットとする顧客像）
(3) 商品開発の進め方（商品開発の具体的な取組内容及び開発スケジュール）
(4) 委託・外注 (商品開発の一部を委託・外注する予定がある場合，記載すること)
ア 委託・外注先  ：　

イ 内容等
(5) 他からの技術指導又は協力 (技術指導や協力を受ける予定がある場合，記載すること)
ア 所属・役職名・氏名  :
イ 指導又は協力を受ける事項
(6) 事業化計画
ア　スケジュール

（特許等知的財産化や販売方法，販路開拓等，補助事業完了後３年間のスケジュールを記載すること）
イ　売上等の見込み

（ア）商品化（売上計上）の時期：令和　　年　　月頃

（イ）初年度売上額（予測）：
２　その他の特記事項
　　


	【補助金情報の入手】

この補助金を何で知りましたか？（複数回答可）

□倉敷市ホームページ

□広報くらしき

□倉敷市以外の自治体のホームページ（　　　市（町））

□チラシ

□OpticNews（オプティックニュース）

□金融機関の紹介

□商工会議所・商工会の紹介

□よろず支援拠点の紹介

□税理士，公認会計士の紹介

□中小企業診断士，社会保険労務士，行政書士，司法書士の紹介

□所属する同業者組合等の紹介

□知り合いの紹介

□過去に申請したことがある

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）


［添付書類］
□収支予算書

□甲・乙の法人登記事項証明書（履歴事項証明書）　※法人の場合

□甲・乙の住民票　※個人事業主の場合

□甲・乙の事業概要資料（ホームページの写し，会社パンフレット等）

□甲の市税又は町税納税証明書
□乙の事業実施に係る連携確認書
□対象経費の見積書

□その他倉敷市が必要とする書類

［ご注意］

· 補助事業の内容を変更する場合，又は別表「２．経費の配分」欄の補助対象経費の総額を２０％を超えて増減しようとする場合は，あらかじめ「変更承認申請書」を提出のうえ，倉敷市の承認を受ける必要があります。なお，内容変更については，倉敷市が軽微な内容変更と認める場合は，「変更承認申請書」の提出は不要となりますが，いずれにしても事業の内容を変更しようとする場合は，速やかに倉敷市商工課へご相談ください。

· 事業を実施する際は，「補助事業実施の手引き」の記載事項をよく読んだ上で実施してください。手引き記載事項を遵守されなかった場合，補助の対象とならないことがあります。

· 補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき，又は補助事業の遂行が困難となったときは，速やかに倉敷市商工課へ連絡してください。（別途必要書類の提出が必要となります。）
